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○ 地籍調査作業規程準則運用基準（平成１４年３月１４日国土国第５９０号国土交通省土地・水資源局長通知）新旧対照表

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

（作業の順序）――準則第４２条

第１９条の４ （略） 第１９条の４ （略）

２ 一筆地測量において、地形の状況等により細部図根点を設置する必 ２ 一筆地測量において、地形の状況等により細部図根点を設置する必

要が生じた場合は、多角測量法又は放射法による細部図根測量を併行 要が生じた場合は、多角測量法又は放射法による細部図根測量を併行

して行うことができるものとする。 して実施することができるものとする。

３ 第１５条の２第４項の規定に基づき筆界の位置を現地に復元する場 （新設）

合は、多角測量法又は放射法による細部図根測量と一筆地調査を併行

して行うことができるものとする。

（多角路線）――準則第５４条 （多角路線）――準則第５４条

第２７条 （略） 第２７条 （略）

２ 地籍図根多角点を与点とした場合の多角路線の次数は、与点の最大 ２ 地籍図根多角点を与点とした多角路線について、当該多角路線にお

次数に１次を加えるものとする。ただし、地籍図根多角点を与点とし ける与点のうち２分の１以上が地籍図根三角点等であって、かつ、厳密

た多角路線について、当該多角路線における与点のうち２分の１以上 網平均計算を行った場合には、与点とした地籍図根多角点の最大次数を

が地籍図根三角点等であって、かつ、厳密網平均計算を行った場合に もって当該多角路線の次数とすることができる。

は、与点とした地籍図根多角点の最大次数をもって当該多角路線の次

数とすることができる。

３～８ （略） ３～８ （略）

（観測、測定及び計算）――準則第５８条 （観測、測定及び計算）――準則第５８条

第３１条 １～３（略） 第３１条 １～３（略）

４ 地籍図根多角点の座標値及び標高は、ＴＳ法の場合には厳密網平均 ４ 地籍図根多角点の座標値及び標高は、ＴＳ法の場合には厳密網平均

計算により求めることを原則とし、ＧＮＳＳ法による場合にはジオイ 計算により求めることを原則とし、ＧＮＳＳ法による場合にはジオイド

ド・モデルを使用する三次元網平均計算により求めるものとする。こ ・モデルを使用する三次元網平均計算により求めるものとする。この場

の場合において、厳密網平均計算又は三次元網平均計算に用いる重量 合において、厳密網平均計算又は三次元網平均計算に用いる重量は、別
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は、別表第１３に定める数値を用いて計算するものとする。 表第１４に定める数値を用いて計算するものとする。

５～６ （略） ５～６ （略）

７ 地籍図根多角測量を行った場合は、別表第１４に定めるところによ ７ 地籍図根多角測量を行った場合は、別表第１５に定めるところによ

り点検測量を行わなければならない。 り点検測量を行わなければならない。

８ （略） ８ （略）

（細部図根点等の密度）――準則第６１条 （細部図根点等の密度）――準則第６１条

第３３条 細部図根点等の密度の標準は、別表第１５に定めるところに 第３３条 細部図根点等の密度の標準は、別表第１６に定めるところに

よるものとする。 よるものとする。

２ （略） ２ （略）

（多角測量法による細部図根測量）――準則第６３条 （多角測量法による細部図根測量）――準則第６３条

第３４条 細部多角点を与点とした場合の多角路線の次数は、与点の最 第３４条 細部多角点を与点とした多角路線について、当該多角路線に

大次数に１次を加えるものとする。ただし、細部多角点を与点とした おける与点のうち２分の１以上が地籍図根点等であって、かつ、厳密網

多角路線について、当該多角路線における与点のうち２分の１以上が 平均計算を行った場合には、与点とした細部多角点の最大次数をもって

地籍図根点等であって、かつ、厳密網平均計算を行った場合には、与 当該多角路線の次数とすることができる。

点とした細部多角点の最大次数をもって当該多角路線の次数とするこ

とができる。

２～６ （略） ２～６ （略）

７ 多角測量法による細部図根測量における観測及び測定の方法は、別 ７ 多角測量法による細部図根測量における観測及び測定の方法は、別

表第１６に定めるところによるものとする。 表第１７に定めるところによるものとする。

８ 多角測量法による細部図根測量における計算の単位及び計算値の制 ８ 多角測量法による細部図根測量における計算の単位及び計算値の制

限は、別表第１７に定めるところによるものとする。 限は、別表第１８に定めるところによるものとする。

９ 細部多角点の座標値及び標高は、ＴＳ法による場合には厳密網平均 ９ 細部多角点の座標値及び標高は、ＴＳ法による場合には厳密網平均

計算により求めることを標準とし、ＧＮＳＳ法による場合にはジオイド 計算により求めることを標準とし、ＧＮＳＳ法による場合にはジオイド

・モデルを使用する三次元網平均計算により求めるものとする。この場 ・モデルを使用する三次元網平均計算により求めるものとする。この場

合において、厳密網平均計算又は三次元網平均計算に用いる重量は、別 合において、厳密網平均計算又は三次元網平均計算に用いる重量は、別

表第１８に定めるところによるものとする。ただし、地籍図根多角測量 表第１４に定める数値を用いて計算するものとする。ただし、地籍図根

を省略した場合における１次の細部多角点を除き、標高を求めることを 多角測量を省略した場合における１次の細部多角点を除き、標高を求め

要しない。また、やむを得ない事情により簡易網平均計算による場合は ることを要しない。また、やむを得ない事情により簡易網平均計算によ
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、方向角の閉合差は測点数、座標値及び標高の閉合差は路線長に比例し る場合は、方向角の閉合差は測点数、座標値及び標高の閉合差は路線長

て配分するものとする。 に比例して配分するものとする。

１０ （略） １０ （略）

１１ 観測、測定及び計算結果が別表第１６及び別表第１７に定める制 １１ 観測、測定及び計算結果が別表第１７及び別表第１８に定める制

限を超えた場合は、再測をしなければならない。なお、再測は、観測中 限を超えた場合は、再測をしなければならない。なお、再測は、観測中

の諸条件を吟味し、許容範囲を超えた原因を考慮して行うものとする。 の諸条件を吟味し、許容範囲を超えた原因を考慮して行うものとする。

１２～１４ （略） １２～１４ （略）

（放射法による細部図根測量）――準則第６４条 （放射法による細部図根測量）――準則第６４条

第３５条 （略） 第３５条 （略）

２ 準則第６４条第１項の開放路線は、与点となる細部多角点等１点に ２ 準則第６４条第１項の開放路線は、与点となる細部多角点等１点に

つき、節点１点の２路線まで形成することができる。この場合において つき、２路線まで形成することができる。この場合において、当該２路

、当該２路線の節点を同一とできる。 線の節点が同一の点である場合は、その片方の路線については、当該節

点を与点とする節点のない開放路線があるものとして、細部図根測量を

実施することができる。

３～７ （略） ３～７ （略）

８ 前項の点検に当たっては、別表第１６に定める観測及び測定の方法 ８ 前項の点検に当たっては、別表第１７に定める観測及び測定の方法

によるものとし、点検の較差の標準は別表第２１に定めるところによる によるものとし、点検の較差の標準は別表第２１に定めるところによる

ものとする。 ものとする。

９～１３ （略） ９～１３ （略）

（航空測量の実施）――準則第７６条の３ （航空測量の実施）――準則第７６条の３

第４４条の４ （略） 第４４条の４ （略）

２ 空中写真測量に係る作業のうち、本運用基準に定めのない事項につ ２ 空中写真測量に係る作業のうち、本運用基準に定めのない事項につ

いては、測量法第３４条に基づき定められた作業規程の準則（平成２ いては、測量法第３４条に基づき定められた作業規程の準則（平成２０

０年国土交通省告示第４１３号）第３編第３章、第４章又は同準則第 年国土交通省告示第４１３号）第３編第５章、第６章又は同準則第１７

１７条第３項の規定に基づき国土地理院が定めるマニュアルの規定を 条第３項の規定に基づき国土地理院が定めるマニュアルの規定を準用す

準用するものとする。 るものとする。

３ 航空レーザ測量に係る作業のうち、本運用基準に定めのない事項に ３ 航空レーザ測量に係る作業のうち、本運用基準に定めのない事項に

ついては、測量法第３４条に基づき定められた作業規程の準則第４編 ついては、測量法第３４条に基づき定められた作業規程の準則第３編第
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第４章、第６章又は同準則第１７条第３項の規定に基づき国土地理院 １０章又は同準則第１７条第３項の規定に基づき国土地理院が定めるマ

が定めるマニュアルの規定を準用するものとする。 ニュアルの規定を準用するものとする。

（航空レーザー計測データの解析）――準則第８１条の４ （航空レーザー計測データの解析）――準則第８１条の４

第５３条 （略） 第５３条 （略）

２ 点検における調整用基準点の残差等の制限の標準は、別表第３４に ２ 前項の規定に基づき作成するＤＳＭ及びＤＥＭの格子間隔の標準は

定めるところによるものとする。また、前項の規定に基づき作成する 、別表第３６に定めるところによるものとする。

ＤＳＭ及びＤＥＭの格子間隔の標準は、別表第３６に定めるところに

よるものとする。

３～４ （略） ３～４ （略）

第５目 補備測量 第５目 補備測量

（作業の順序及び補備測量における細部図根測量）――準則第８２条 （補備測量における細部図根測量）――準則第８２条の２）

及び第８２条の２）

第５５条の３ （略） 第５５条の３ （略）

２ 第１９条の４第２項の規定は、準則第８２条第２項の補備測量にお （新設）

いて準用する。

附則（令和５年６月●●日国不籍第●●号）

この運用基準は、令和５年６月●●日から施行する。



○ 地籍調査作業規程準則運用基準（平成１４年３月１４日国土国第５９０号国土交通省土地・水資源局長通知）別表 新旧対照表 

                                                       （傍線の部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 
別表第４ 地籍測量又は地積測定に用いる器械及び器材の性能又は規格

〔第１８条〕 

（１） 測量機器 （略） 
備考 １．測量機器の性能は、公共測量の作業規程の準則の別表１「測量

機器級別性能分類表」によるものとする。 
２．２級トータルステーションについては、Ａ型とする。 
３．ネットワーク型ＲＴＫ法には、１級ＧＮＳＳ測量機を適用するものと

する。 
４．ＤＧＰＳ測量機、デジタル方位距離計の性能は、次表のとおりとする。 
ＤＧＰＳ測量機 （略） 
デジタル方位距離計 （略） 
（２）航空測量の機器等 

種  類 性 能 又 は 規 格 

航空機 

・空中写真撮影又は航空レーザ計測に必要な装備をし、

所定の高度で安定飛行を行えること。 
・ＧＮＳＳ／ＩＭＵ装置のＧＮＳＳアンテナが機体頂部

に、ＩＭＵが航空カメラ本体に取り付け可能であるこ

と。 
・その他、公共測量の作業規程の準則等に定める要件を

満たすこと。 

別表第４ 地籍測量又は地積測定に用いる器械及び器材の性能又は規格

〔第１８条〕 

（１）測量機器 （略） 
備考 １．測量機器の性能は、公共測量作業規程準則の別表１「測量機器

級別性能分類表」によるものとする。 
２．ＤＧＰＳ測量機、デジタル方位距離計の性能は、次表のとおりとする。 
３．ネットワーク型ＲＴＫ法には、１級ＧＮＳＳ測量機を適用するものと

する。 
（新設） 
ＤＧＰＳ測量機 （略） 
デジタル方位距離計 （略） 
（２）航空測量の機器等 

種  類 性 能 又 は 規 格 

航空機 

・空中写真撮影又は航空レーザ計測に必要な装備をし、所

定の高度で安定飛行を行えること。 
・ＧＮＳＳ／ＩＭＵ装置のＧＮＳＳアンテナが機体頂部

に、ＩＭＵが航空カメラ本体に取り付け可能であるこ

と。 
・その他、公共測量作業規程等に定める要件を満たすこ

と。 



無人航空機 

・自律飛行機能及び異常時の自動帰還機能を装備してい

ること。 
・空中写真撮影又は航空レーザ計測の区域の地表風に耐

えることができる航行能力を有すること。 
・空中写真撮影又は航空レーザ計測時の機体の振動や揺

れを補正し、デジタルカメラ、航空レーザ測量システ

ムその他の機器の向きを安定させることができるこ

と。 
・その他、公共測量の作業規程の準則等に定める要件を

満たすこと。 

デジタル航空 
カメラ 

・撮像素子を装備し、撮影した画像をデジタル形式の写

真として出力できること。 
・所要の撮影面積と所定の地上画素寸法を確保できるフ

レーム型のカメラであること。 
・その他、公共測量の作業規程の準則等に定める要件を

満たすこと。 

航空レーザ 
測量システム 

・ＧＮＳＳ／ＩＭＵ装置、レーザ測距装置及び解析ソフ

トウェアから構成されること。 
・その他、公共測量の作業規程の準則等に定める要件を

満たすこと。 

備考 （略） 
 
 
 

無人航空機 

・自律飛行機能及び異常時の自動帰還機能を装備してい

ること。 
・空中写真撮影又は航空レーザ計測の区域の地表風に耐

えることができる航行能力を有すること。 
・空中写真撮影又は航空レーザ計測時の機体の振動や揺

れを補正し、デジタルカメラ、航空レーザ測量システム

その他の機器の向きを安定させることができること。 
 
・その他、公共測量作業規程等に定める要件を満たすこ

と。 

デジタル航空 
カメラ 

・撮像素子を装備し、撮影した画像をデジタル形式の写真

として出力できること。 
・所要の撮影面積と所定の地上画素寸法を確保できるフ

レーム型のカメラであること。 
・その他、公共測量作業規程等に定める要件を満たすこ

と。 

航空レーザ 
測量システム 

・ＧＮＳＳ／ＩＭＵ装置、レーザ測距装置及び解析ソフト

ウェアから構成されること。 
・その他、公共測量作業規程等に定める要件を満たすこ

と。 

備考 （略） 
 
 
 



別表第５ 地籍測量又は地積測定における作業の記録及び成果〔第１９条

及び第５６条〕 

単 位 作 業 記 録 及 び 成 果 

１．各単位作業共通 （略） 

２
．
地
上
法
に
よ
る
地
籍
測
量 

（１）地籍図根三角測量 （略） 

（２）地籍図根多角測量 （略） 

（３）地籍細部測量 （略） 

（４）地籍図原図の作成 （略） 

３
．
航
測
法
に
よ
る
地
籍
測
量 

（１）地籍図根三角測量 （略） 

（２）航空

測量 

Ⅰ．標定点等

の設置 
（略） 

Ⅱ．対空標識

の設置 
①対空標識点明細表 
②～③（略） 

別表第５ 地籍測量又は地積測定における作業の記録及び成果〔第１９条

及び第５６条〕 

単 位 作 業 記 録 及 び 成 果 

１．各単位作業共通 （略） 

２
．
地
上
法
に
よ
る
地
籍
測
量 

（１）地籍図根三角測量 （略） 

（２）地籍図根多角測量 （略） 

（３）地籍細部測量 （略） 

（４）地籍図原図の作成 （略） 

３
．
航
測
法
に
よ
る
地
籍
測
量 

（１）地籍図根三角測量 （略） 

（２）航空

測量 

Ⅰ．標定点等

の設置 
（略） 

Ⅱ．対空標識

の設置 
①対空標識点明細票 
②～③（略） 



Ⅲ．空中写真

測量 

＜空中写真撮影＞ 
①～③（略） 
④ＧＮＳＳ／ＩＭＵ解析結果精度

管理表 
⑤撮影記録簿 
⑥（略） 
 
＜空中三角測量＞ 
（略） 
 
＜基礎資料の作成＞ 
（略） 

Ⅳ．航空レー

ザ測量 

＜航空レーザ計測＞ 
①～②（略） 
③ＧＮＳＳ／ＩＭＵ解析結果精度

管理表 
④航空レーザ計測記録簿・航跡図・

計測漏れ点検図 
⑤（略） 
 
＜航空レーザ計測データの解析＞ 
（削る） 
 
①調整用基準点調査表 

Ⅲ．空中写真

測量 

＜空中写真撮影＞ 
①～③（略） 
④ＧＮＳＳ／ＩＭＵ計算精度管理

表 
⑤撮影記録 
⑥（略） 
 
＜空中三角測量＞ 
（略） 
 
＜基礎資料の作成＞ 
（略） 

Ⅳ．航空レー

ザ測量 

＜航空レーザ計測＞ 
①～②（略） 
③ＧＮＳＳ／ＩＭＵ計算精度管理

表 
④航空レーザ計測記録・航跡図・計

測漏れ点検図 
⑤（略） 
 
＜航空レーザ計測データの解析＞ 
①ＧＮＳＳ／ＩＭＵ調整計算成果

表 
②調整用基準点調査表 



②コース間点検箇所配点図 
③コース間点検精度管理表 
④航測図根点成果簿 
⑤航測図根点配置図 
⑥調整用基準点残差表 
⑦ＤＳＭ成果簿 
⑧ＤＳＭデータファイル 
⑨ＤＥＭ成果簿 
⑩ＤＥＭデータファイル 
⑪精度管理表 
 
＜基礎資料の作成＞ 
（略） 

Ⅴ．補備測量 （略） 

Ⅵ．筆界点の

座標値の算

出 
（略） 

（３）地籍図原図の作成 （略） 

４．地積測定 （略） 

備考 １～４ （略） 
（削る） 

③コース間点検箇所配点図 
④コース間点検箇所残差表 
⑤航測図根点成果簿 
⑥航測図根点配置図 
⑦調整用基準点残差表 
⑧ＤＳＭ成果簿 
⑨ＤＳＭデータファイル 
⑩ＤＥＭ成果簿 
⑪ＤＥＭデータファイル 
⑫精度管理表 
 
＜基礎資料の作成＞ 
（略） 

Ⅴ．補備測量 （略） 

Ⅵ．筆界点の

座標値の算

出 
（略） 

（３）地籍図原図の作成 （略） 

４．地積測定 （略） 

備考 １～４ （略） 
５．補備測量成果とは、筆界点成果簿等である。 



５．選点手簿、選点図、観測手簿及び対空標識確認写真は、作業用のもの

を記録及び成果とする。 
６．併用法による地籍測量の場合には、３の（１）～（３）及び２の（３）

を記録及び成果とする。 
７．測量標の設置状況写真は、地籍図根三角点の全点と地籍図根多角点の

令別表第四に定める甲区分の全点については、埋設前、埋設中、設置後の

近景と遠景を、乙区分の全点については設置後の近景及び遠景の撮影を行

うものとする。 
８．地籍図根多角測量を省略した場合において、地籍図根多角点に準じた

標識を設置した細部多角点については、７．により測量標の設置状況写真

を撮影するものとする。 
９．航測法による地籍測量において、既存の空中写真又は航空レーザ測量

の成果を活用したことにより、航空測量における作業の一部を省略した場

合は、当該作業に係る作業の記録及び成果を作成することを要しない。 
 
別表第６ 地籍図根三角測量における観測及び測定の方法〔第２５条〕 

（１）～（３） （略） 
（４）ＧＮＳＳ法による基線ベクトルの観測 
１）（略） 
２）ＧＮＳＳ観測のために設定する項目、単位及び位 

設定項目 単 位 位 備    考 

経度・緯度 秒 0.0001 
自動入力装置のある機種は、自

動入力で行う。 

楕円体高 ｍ 0.001 (同上) 

６．選点手簿、選点図、観測手簿及び対空標識確認写真は、作業用のもの

を記録及び成果とする。 
７．併用法による地籍測量の場合には、３の（１）～（３）及び２の（３）

を記録及び成果とする。 
８．測量標の設置状況写真は、地籍図根三角点の全点と地籍図根多角点の

令別表第四に定める甲区分の全点については、埋設前、埋設中、設置後の

近景と遠景を、乙区分の全点については設置後の近景及び遠景の撮影を行

うものとする。 
９．地籍図根多角測量を省略した場合において、地籍図根多角点に準じた

標識を設置した細部多角点については、８．により測量標の設置状況写真

を撮影するものとする。 
１０．航測法による地籍測量において、既存の空中写真又は航空レーザ測

量の成果を活用したことにより、航空測量における作業の一部を省略した

場合は、当該作業に係る作業の記録及び成果を作成することを要しない。 
 
別表第６ 地籍図根三角測量における観測及び測定の方法〔第２５条〕 

（１）～（３） （略） 
（４）ＧＮＳＳ法による基線ベクトルの観測 
１）（略） 
２）ＧＮＳＳ観測のために設定する項目、単位及び位 

設定項目 単 位 位 備    考 

経度・緯度 度分秒 １ 
自動入力装置のある機種は、自

動入力で行う。 

楕円体高 ｍ 0.001 (同上) 



アンテナ高 ｍ 0.001  
３）～４） （略） 
 
別表第７ 偏心要素の測定方法〔第２５条及び第４７条〕 

（１）偏心角の測定 

偏心距離 器械・器具及び測定方法 測定の単位 測定値の制限 

30cm 未満 （略） （略） （略） 

30cm 以上 
２ｍ未満 

偏心測定紙に無外心アリ

ダード等を用いて方向線

を引き、計算により測定

する。 

（略） （略） 

２ｍ以上 
10ｍ未満 

（略） 

（略） （略） 

10ｍ以上 
50ｍ未満 

（略） （略） 

50ｍ以上 （略） （略） 

（２）～（４）（略） 
 
別表第８ 地籍図根三角測量の計算の単位及び計算値の制限〔第２５条〕 

（１）（略） 
（２）ＧＮＳＳ法 
１）環閉合差及び各成分の較差の制限 

アンテナ高 ｍ 0.001  
３）～４） （略） 
 
別表第７ 偏心要素の測定方法〔第２５条及び第４７条〕 

（１）偏心角の測定 

偏心距離 器械・器具及び測定方法 測定の単位 測定値の制限 

30cm 未満 （略） （略） （略） 

30cm 以上 
２ｍ未満 

偏心測定紙に無外心アリ

ダード等を用いて方向線

を引き計算により測定す

る。 

（略） （略） 

２ｍ以上 
10ｍ未満 

（略） 

（略） （略） 

10ｍ以上 
50ｍ未満 

（略） （略） 

50ｍ以上 （略） （略） 

（２）～（４）（略） 
 
別表第８ 地籍図根三角測量の計算の単位及び計算値の制限〔第２５条〕 

（１）（略） 
（２）ＧＮＳＳ法 
１）環閉合差及び各成分の較差の制限 



（略） 
備考 １．点検計算の制限は、上記（ア）又は（イ）の方法による。ただ

し、ΔN、ΔE、ΔU はベクトル終点において、Δｘ、Δｙ、Δｚから計

算式により算出する。 
２．ΔN は水平面の南北方向の閉合差又は較差、ΔE は水平面の東西方向

の閉合差又は較差、ΔU は高さ方向の閉合差又は較差である。 
３．（略） 
４．Ｎは異なるセッションの組み合わせによる最少辺数である。 
５～１０（略） 
２）電子基準点のみの場合 

観測値の点検箇所等 点検数等 

重複辺の較差、環閉合差

の点検 
１）の環閉合差及び各成分の較差の制限に

準じる。 

電子基準点間の閉合差の

点検路線数 

使用した電子基準点数－１（点検路線は最

小辺数路線とする。ただし、辺数が同じ場

合は路線長が最短のものについて点検を行

う。） 
備考（略） 
３）（略） 
 
別表第１１ 地籍図根多角測量における観測及び測定の方法〔第３１条〕 

（１）～（２）（略） 

（３）ＧＮＳＳ法による基線ベクトルの観測 

１）（略） 

（略） 
備考 １．点検計算の制限は、上記（ア）又は、（イ）の方法による。た

だし、ΔN、ΔE、ΔU はベクトル終点において、Δｘ、Δｙ、Δｚから

計算式により算出する。 
２．ΔN は、水平面の南北方向の閉合差又は較差、ΔE は、水平面の東西

方向の閉合差又は較差、ΔU は、高さ方向の閉合差又は較差である。 
３．（略） 
４．Ｎは、異なるセッションの組み合わせによる最少辺数である。 
５～１０（略） 
２）電子基準点のみの場合 

観測値の点検箇所等 点検数等 

重複辺の較差、環閉合差

の点検 
１）の環閉合差及び各成分の較差の制限に

準じる。 

電子基準点間の閉合差の

点検路線数 

使用した電子基準点数－１（点検路線は最

小辺数路線とする。） 
 
 

備考（略） 
３）（略） 
 
別表第１１ 地籍図根多角測量における観測及び測定の方法〔第３１条〕 

（１）～（２）（略） 

（３）ＧＮＳＳ法による基線ベクトルの観測 

１）（略） 



２）ＧＮＳＳ観測のために設定する項目、単位及び位 

設定項目 単 位 位 備    考 

経度・緯度 秒 0.0001 
自動入力装置のある機種は、自動

入力で行う。 

楕円体高 ｍ 0.001 （同上） 

アンテナ高 ｍ 0.001  
３）（略） 
 
別表第１２ 地籍図根多角測量の計算の単位及び計算値の制限〔第３１

条〕 

（１）（略） 
（２）ＧＮＳＳ法 
（略） 
備考 １．点検計算の制限は、上記（ア）又は（イ）の方法による。ただ

し、ΔN、ΔE、ΔU はベクトル終点において、Δｘ、Δｙ、Δｚから計

算式により算出する。 
２．ΔN は水平面の南北方向の閉合差又は較差、ΔE は水平面の東西方向

の閉合差又は較差、ΔU は高さ方向の閉合差又は較差である。 
３．（略） 
４．Ｎは異なるセッションの組み合わせによる最少辺数である。 
５～１０（略） 
 
（削る） 
 

２）ＧＮＳＳ観測のために設定する項目、単位及び位 

設定項目 単 位 位 備    考 

経度・緯度 度分秒 １ 
自動入力装置のある機種は、自動

入力で行う。 

楕円体高 ｍ 0.001 （同上） 

アンテナ高 ｍ 0.001  
３）（略） 
 
別表第１２ 地籍図根多角測量の計算の単位及び計算値の制限〔第３１

条〕 

（１）（略） 
（２）ＧＮＳＳ法 
（略） 
備考 １．点検計算の制限は、上記（ア）又は、（イ）の方法による。た

だし、ΔN、ΔE、ΔU はベクトル終点において、Δｘ、Δｙ、Δｚから

計算式により算出する。 
２．ΔN は、水平面の南北方向の閉合差又は較差、ΔE は、水平面の東西

方向の閉合差又は較差、ΔU は、高さ方向の閉合差又は較差である。 
３．（略） 
４．Ｎは、異なるセッションの組み合わせによる最少辺数である。 
５～１０（略） 
 
別表第１３ 削除 
 



別表第１３ 地籍図根多角測量における厳密網平均計算又は三次元網平

均計算に用いる重量〔第３１条〕 

（略） 

（削る） 
 
 
別表第１４ 地籍図根多角測量における点検測量の較差の許容範囲〔第３

１条〕 

（略） 
 
別表第１５ 細部図根点等の密度の標準（１㎢当たり点数）〔第３３条〕 

見通し区分 

縮尺区分 

地形 

傾斜区分 

1/250 1/500 1/1000 1/2500 1/5000 

水田･畑（果樹

園等省く）等 

平坦 

（略） 

中傾斜 

急傾斜 

山林部及び 

山林部周辺等 

平坦 

中傾斜 

急傾斜 

市街地及び 

市街地周辺等 

平坦 

中傾斜 

急傾斜 

別表第１４ 地籍図根多角測量における厳密網平均計算又は三次元網平

均計算に用いる重量〔第３１条及び第３４条〕 

（略） 

備考 細部図根測量において厳密網平均計算に用いる重量のうち角の一

方向の標準偏差(Mt)については、精度区分に関わらず 13.5 秒とする。 
 
別表第１５ 地籍図根多角測量における点検測量の較差の許容範囲〔第３

１条〕 

（略） 

 

別表第１６ 細部図根点等の密度の標準（１㎢当たり点数）〔第３３条〕 

見通し区分 傾斜区分 1/250 1/500 1/1000 1/2500 1/5000 

水田･畑（果樹

園等省く）等 

平坦 

（略） 

中傾斜 

急傾斜 

山林部及び 

山林部周辺等 

平坦 

中傾斜 

急傾斜 

市街地及び 

市街地周辺等 

平坦 

中傾斜 

急傾斜 



備考（略） 
 
別表第１６ 多角測量法による細部図根測量における観測及び測定の方

法〔第３４条及び第３５条〕 

（１）～（２）（略） 
（３）ＧＮＳＳ法による基線ベクトルの観測 
１）（略） 
２）ＧＮＳＳ観測のために設定する項目、単位及び位   

設定項目 単 位 位 備   考 
経度・緯度 秒 0.0001 自動入力装置のある機種は、自動入力

で行う。 

楕円体高 ｍ 0.001 （同上） 

アンテナ高 ｍ 0.001  

３）～４）（略） 
 
別表第１７ 多角測量法による細部図根測量の計算の単位及び計算値の

制限〔第３４条〕 

（１）ＴＳ法 
制限 

項目 

 

精度 

区分 

計 算 の 単 位 計 算 値 の 制 限 

角値 辺長値 座標値 標高 
方向角の 

閉合差 

座標の 

閉合差 
閉合比 

標高の 

閉合差 

新点位置の 

標準偏差 

単位重量 

の 

標準偏差 

高低角 

の 

標準偏差 水平位置 標高 

甲一 （略） ㎜位 （略） 1/3000 （略） 10cm 20cm 20″ 70″ 

備考（略） 
 
別表第１７ 多角測量法による細部図根測量における観測及び測定の方

法〔第３４条及び第３５条〕 

（１）～（２）（略） 
（３）ＧＮＳＳ法による基線ベクトルの観測 
１）（略） 
２）ＧＮＳＳ観測のために設定する項目、単位及び位   

設定項目 単 位 位 備   考 
経度・緯度 度分秒 １ 自動入力装置のある機種は、自動入力

で行う。 
楕円体高 ｍ 0.001 （同上） 
アンテナ高 ｍ 0.001  

３）～４）（略） 
 
別表第１８ 多角測量法による細部図根測量の計算の単位及び計算値の

制限〔第３４条〕 

（１）ＴＳ法 
  制限 

項目 

 

精度 

区分 

計 算 の 単 位 計 算 値 の 制 限 

角値 辺長値 座標値 方向角の閉合差 座標の閉合差 標高の閉合差 

甲一 （略） （略） （略） 



甲二 ㎜位  （標準） (標準) (標準) 

甲三 ㎜位 

乙一 ㎜位 

1/2000 

（標準） 
乙二 ㎜位 

 

乙三 ㎜位 

備考 １．簡易網平均計算による場合の閉合比の制限は、1/2,000 を標準

とする。 
２．結合する多角網の閉合差の点検計算は、与点から他の与点までとする。 
 
３．ｎは当該多角路線の測点数、Ｓは路線長（ｍ単位）、Ｎは当該多角路

線の辺数とする。 
 
 
 
 
４．与点で方向角の取付観測がなく、かつ、厳密網平均計算の場合は、方

向角の閉合差の点検を省略できるものとする。 
５．環閉合差により点検する場合は、方向角、座標及び標高の各制限式の

定数項を省いたものとする。 
（削る） 
 
（２）ＧＮＳＳ法 
（略） 
備考 １．点検計算の制限は、上記（ア）又は（イ）の方法による。ただ

甲二 

甲三 

乙一 

乙二 

 

乙三 

備考 １．結合する多角網の閉合差の点検計算は、与点から他の与点まで

とする。 
２．ｎは当該多角路線の測点数、Ｓは路線長（ｍ単位）、Ｎは当該多角路

線の辺数とする。 
３．厳密網平均計算による場合、単位重量の標準偏差は 20 秒、水平位置

の標準偏差は 100mm をそれぞれ標準とし、閉合比の制限は、甲一、甲二

及び甲三においては 1/3,000、乙一、乙二及び乙三においては 1/2,000 を

標準とする。また、厳密網平均計算により標高を求める場合、新点位置の

標高の標準偏差は 20cm、高低角の標準偏差は 70 秒をそれぞれ標準とす

る。なお、厳密網平均計算に用いる重量は、別表第１４によるものとする。 
４．簡易網平均計算による場合の閉合比の制限は、1/2,000 を標準とする。 
 
５．環閉合差により点検する場合は、方向角、座標及び標高の各制限式の

定数項を省いたものとする。 
６．与点で方向角の取付観測がなく、かつ、厳密網平均計算の場合は、方

向角の閉合差の点検を省略できるものとする。 
（２）ＧＮＳＳ法 
（略） 
備考 １．点検計算の制限は、上記（ア）又は、（イ）の方法による。た



し、ΔN、ΔE、ΔU はベクトル終点において、Δｘ、Δｙ、Δｚから計

算式により算出する。 
２．ΔN は水平面の南北方向の閉合差又は較差、ΔE は水平面の東西方向

の閉合差又は較差、ΔU は高さ方向の閉合差又は較差である。 
（削る） 
３．一つのセッションで観測を行う場合には、１辺以上において重複辺の

較差による点検を行う。 
 
別表第１８ 細部図根測量における厳密網平均計算又は三次元網平均計

算に用いる重量〔第３４条〕 

ＴＳ法 

角  の  重  量 1.0 

距離の重量の係数 

長さに関係しない標準偏差（Ms） 10 ㎜ 

長さによる誤差の比例定数（γ） ５×10-6 

角の一方向の標準偏差（Mt） 13.5 秒 

ＧＮＳＳ法 

平均計算に用いる重量は、次のいずれかの分散・共分散行列の逆行列を用いる。  

①基線解析で求められた値   

②水平及び高さの分散を固定値として求めた値  

  分散は、dN＝（0.004m）2 、dE＝（0.004m）2 、dU＝（0.007m）2 とする。 

 

別表第２０ 放射法による細部図根測量における観測及び測定の方法〔第

３５条〕 

（１）～（２）（略） 
（３）ＧＮＳＳ法による基線ベクトルの観測 
１）（略） 

だし、ΔN、ΔE、ΔU はベクトル終点において、Δｘ、Δｙ、Δｚから

計算式により算出する。 
２．ΔN は、水平面の南北方向の閉合差又は較差、ΔE は、水平面の東西

方向の閉合差又は較差、ΔU は、高さ方向の閉合差又は較差である。 
３．三次元網平均計算に用いる重量は、別表第１４によるものとする。 
４．一つのセッションで観測を行う場合には、１辺以上において重複辺の

較差による点検を行う。 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
別表第２０ 放射法による細部図根測量における観測及び測定の方法〔第

３５条〕 

（１）～（２）（略） 
（３）ＧＮＳＳ法による基線ベクトルの観測 
１）（略） 



２）ＧＮＳＳ観測のために設定する項目、単位及び位 
設定項目 単 位 位 備    考 
経度・緯度 秒 0.0001 自動入力装置のある機種は、自動入力で

行う。 
楕円体高 ｍ 0.001 （同上） 
アンテナ高 ｍ 0.001  

３）～４）（略） 
 
別表第２２ 放射法による細部図根測量の計算の単位及び計算値の制限

〔第３５条〕 

（１）（略） 
（２）ＧＮＳＳ法 
（略） 
備考 １．座標値は、２セットの観測から求めた平均値とする。 
２．ΔN は水平面の南北方向の較差、ΔE は水平面の東西方向の較差であ

る。 
 
別表第２４ 放射法等による一筆地測量における観測及び測定の方法〔第

３８条〕 

（１）～（２）（略） 

（３）ＧＮＳＳ法による基線ベクトルの観測 
１）（略） 
２）ＧＮＳＳ観測のために設定する項目、単位及び位 

設定項目 単 位 位 備    考 

２）ＧＮＳＳ観測のために設定する項目、単位及び位 
設定項目 単 位 位 備    考 
経度・緯度 度分秒 1 自動入力装置のある機種は、自動入力で

行う。 
楕円体高 ｍ 0.001 （同上） 
アンテナ高 ｍ 0.001  

３）～４）（略） 
 
別表第２２ 放射法による細部図根測量の計算の単位及び計算値の制限

〔第３５条〕 

（１）（略） 
（２）ＧＮＳＳ法 
（略） 
備考 １．座標値は、２セットの観測から求めた平均値とする。 
２．ΔN は、水平面の南北方向の較差、ΔE は、水平面の東西方向の較差

である。 
 
別表第２４ 放射法等による一筆地測量における観測及び測定の方法〔第

３８条〕 

（１）～（２）（略） 

（３）ＧＮＳＳ法による基線ベクトルの観測 
１）（略） 
２）ＧＮＳＳ観測のために設定する項目、単位及び位 

設定項目 単 位 位 備    考 



経度・緯度 秒 0.0001 自動入力装置のある機種は、自動入力で

行う。 
楕円体高 ｍ 0.001 （同上） 
アンテナ高 ｍ 0.001  

３）～４）（略） 

 

別表第２７ 多角測量法による一筆地測量における観測及び測定の方法

〔第３９条〕 

（１）～（２）（略） 

（３）ＧＮＳＳ法による基線ベクトルの観測 

１）（略） 

２）ＧＮＳＳ観測のために設定する項目、単位及び位 

設定項目 単 位 位 備    考 

経度・緯度 秒 0.0001 自動入力装置のある機種は、自動入力で

行う。 

楕円体高 ｍ 0.001 （同上） 

アンテナ高 ｍ 0.001  

３）～４）（略） 

（４）（略） 

 
別表第２８ 多角測量法及び交点計算法による一筆地測量の計算の単位

及び計算値の制限〔第３９条及び第４０条〕 

（１）（略） 
（２）ＧＮＳＳ法 

経度・緯度 度分秒 １ 自動入力装置のある機種は、自動入力で

行う。 
楕円体高 ｍ 0.001 （同上） 
アンテナ高 ｍ 0.001  

３）～４）（略） 

 

別表第２７ 多角測量法による一筆地測量における観測及び測定の方法

〔第３９条〕 

（１）～（２）（略） 

（３）ＧＮＳＳ法による基線ベクトルの観測 

１）（略） 

２）ＧＮＳＳ観測のために設定する項目、単位及び位 

設定項目 単 位 位 備    考 

経度・緯度 度分秒 1 自動入力装置のある機種は、自動入力で

行う。 

楕円体高 ｍ 0.001 （同上） 

アンテナ高 ｍ 0.001  

３）～４）（略） 

（４）（略） 

 

別表第２８ 多角測量法及び交点計算法による一筆地測量の計算の単位

及び計算値の制限〔第３９条及び第４０条〕 

（１）（略） 

（２）ＧＮＳＳ法 



（略） 
備考 １．点検計算の制限は、上記（ア）又は（イ）の方法による。ただ

し、ΔN、ΔE、ΔU はベクトル終点において、Δｘ、Δｙ、Δｚから計

算式により算出する。 
２．ΔN は水平面の南北方向の閉合差又は較差、ΔE は水平面の東西方向

の閉合差又は較差、ΔU は高さ方向の閉合差又は較差である。 
３．（略） 
（３）（略） 
 
別表第２９ 単点観測法による一筆地測量における観測及び測定の方法

〔第４１条〕 

（１）ネットワーク型ＲＴＫ法 

１）観測のための設定項目、単位及び位 

設定項目 単 位 位 備    考 

経度・緯度 秒 0.0001 自動入力装置のある機種は、自動入力で

行う。 

楕円体高 ｍ 0.001 （同上） 

アンテナ高 ｍ 0.001  

２）～４）（略） 

（２）（略） 

 

別表第３０ 単点観測法による一筆地測量の計算の単位及び計算値の制

限〔第４１条及び第４２条〕 

（１）ネットワーク型ＲＴＫ法 
１）（略） 

（略） 

備考 １．点検計算の制限は、上記（ア）又は、（イ）の方法による。た

だし、ΔN、ΔE、ΔU はベクトル終点において、Δｘ、Δｙ、Δｚから計

算式により算出する。 

２．ΔNは、水平面の南北方向の閉合差又は較差、ΔEは、水平面の東西

方向の閉合差又は較差、ΔUは、高さ方向の閉合差又は較差である。 

３．（略）  

（３）（略） 
 
別表第２９ 単点観測法による一筆地測量における観測及び測定の方法

〔第４１条〕 

（１）ネットワーク型ＲＴＫ法 

１）観測のための設定項目、単位及び位 

設定項目 単 位 位 備    考 

経度・緯度 度分秒 １ 自動入力装置のある機種は、自動入力で

行う。 

楕円体高 ｍ 0.001 （同上） 

アンテナ高 ｍ 0.001  

２）～４）（略） 

（２）（略） 

 
別表第３０ 単点観測法による一筆地測量の計算の単位及び計算値の制

限〔第４１条及び第４２条〕 

（１）ネットワーク型ＲＴＫ法 
１）（略） 



２）計算値の制限 
（略） 
備考 １．（略）  
２．ΔN は水平面の南北方向の較差、ΔE は水平面の東西方向の較差であ

る。 
３）～５）（略） 
（２）（略） 

 

別表第３４ 標定点及び調整用基準点の残差等の制限の標準〔第４９条及

び第５３条〕 

（略） 

 

別表第３７ 空中写真又は航空レーザ測量データを用いた筆界点座標値

の制限〔第５５条の５〕 

精度区分 
計算の単位 計算値の制限 

座標値 再算出した座標の較差 

乙二 ㎜位 0.5ｍ以内 

乙三 ㎜位 1.0ｍ以内 

 

 

２）計算値の制限 
（略） 
備考 １．（略）  
２．ΔN は、水平面の南北方向の較差、ΔE は、水平面の東西方向の較差

である。 
３）～５）（略） 
（２）（略） 

 
別表第３４ 標定点の残差等の制限の標準〔第４９条〕 

 

（略） 

 

（新設） 

 



新 旧

１．距離の計算(光波測距儀の場合)

(１)光波測距儀の気象補正計算

(２)基準面上の距離の計算

１）直接水準測量によリ高低差を測定した場合

２）三角水準測量より高低差を測量した場合

１．距離の計算(光波測距儀の場合)

(１)光波測距儀の気象補正計算

(２)基準面上の距離の計算

（削る）

○　地籍調査作業規程準則運用基準（平成１４年３月１４日国土国第５９０号国土交通省土地・水資源局長通知）別記計算式　新旧対照表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（傍線の部分は改正部分）
 

kentei07
線

kentei07
線

kentei07
線

kentei07
線

kentei07
線



新 旧

（新設）(３)距離計算に必要な高低角の補正量を求める計算



新 旧

２．距離の計算(鋼巻尺使用の場合)

３．三角形の計算

２．距離の計算(鋼巻尺使用の場合)

（削る）



新 旧

４．偏心補正計算

(１)水平角の偏心補正計算

(２)水平距離の偏心補正計算

(３)高度角の偏心補正計算

(４)S'の測定がない場合は、座標により計算で求める。

(５)偏心補正の符号

正とは、図Ａにおいて、偏心点で観測した水平角tに補正する。反とは、P2での水

平角に補正することを示す。

　＋は、計算した補正量の符号をそのまま加用する。－は、計算した補正量の符号を

反し加用することを示す。

３．偏心補正計算

(１)正弦定理による計算

(２)二辺夾角による計算

(３)高度角の偏心補正計算

（削る）

(４)偏心補正の符号

正とは、図Ａにおいて、偏心点で観測した水平角tに補正する。反とは、P2での水

平角に補正することを示す。

　＋は、計算した補正量の符号をそのまま加用する。－は、計算した補正量の符号を

反し加用することを示す。



新 旧

B・C・P の関係 偏心角を測定した位置の区分

水平角観測を行っ

た観測点 B
測点の中心 C 目標の中心 P

(B ＝ P)  ≠ C
正　・　＋

反　・　＋

正　・　－

反　・　－

正　・　＋

反　・　＋

５．座標の近似値及び閉合差の計算(多角測量方式)

B・C・P の関係 偏心角を測定した位置の区分

水平角観測を行っ

た観測点 B
測点の中心 C 目標の中心 P

(B ＝ P)  ≠ C
正　・　＋

反　・　＋

正　・　－

反　・　－

正　・　＋

反　・　＋

４．座標の近似値及び閉合差の計算（多角測量方式）



新 旧

(１)方向角の計算

(２)方向角の閉合差

(３)座標の近似値の計算

(４)座標の閉合差

(１)方向角の計算

(２)方向角の閉合差

(３)座標の近似値の計算

(４)座標の閉合差



新 旧

(５)座標の閉合比

(６)無方向トラバース(始点、終点で取付

方向角なし)

６．標高の近似値及び閉合差の計算(多角測量方式)

(１)標高差の計算

(５)座標の閉合比

(６)無方向トラバース(始点、終点で取付方向角なし)

５．標高の近似値及び閉合差の計算(多角測量方式)

(１)標高差の計算



新 旧

(２)標高の閉合差

７．厳密網平均計算(平均)

(１)観測値を平面直角座標系へ変換する補正計算

(２)標高の閉合差

６．厳密網平均計算(水平)

(１)観測値を平面直角座標系上へ変換する補正計算

１）方向角の変換

２）距離の変換



新 旧

(２)観測方程式

＜平均値・観測値・近似値等の関係＞

(２)観測方程式

＜平均値・観測値・近似値等の関係＞



新 旧

(３)観測値の重量

(４)観測方程式の係数

(５)方向角の観測方程式

(３)観測値の重量

(４)観測方程式の係数

(５)方向角の観測方程式



新 旧

(６)距離の観測方程式

(７)平均計算

(６)距離の観測方程式

(７)平均計算



新 旧



新 旧

８．厳密網平均計算(高低)�

(１)観測した高度角の標石上面への補正計算

（２)観測方程式

７．厳密網平均計算(高低)�

(１)観測した高度角の標石上面への補正計算

(２)観測方程式



新 旧

（３）平均計算(３)平均計算



新 旧

９．簡易網平均(水平及び高低)

(１)重量平均による方法(X、Y�型)

８．簡易網平均(水平及び高低)

(１)重量平均による方法(X、Y�型)



新 旧

３）座標計算

① i 路線から求めた交点の座標

②交点における平均座標の計算

③各路線の閉合差

４）高低計算

① i 路線から求めた交点の標高

②交点における平均標高の計算



新 旧

(２)観測方程式による方法

③各路線の閉合差

(２)観測方程式による方法



新 旧



新 旧

10．座標差による方向角及び基準面上の距離の計算

(１)方向角

(２)基準面上の距離

(３)成果表に記載する縮尺係数

９．座標差による方向角及び基準面上の距離の計算

(１)基準面上の方向角

(２)基準面上の距離

(３)成果表に記載する縮尺係数



新 旧

11．座標計算

(１)放射法

(２)交点計算

10．座標計算

(１)放射法

(２)交点計算



新 旧

12．面積の計算

(１)座標法

2

2

13．ＧＮＳＳ測量機を使用した場合の計算

(１)楕円体の変換

11．面積の計算

(１)座標法

12．ＧＮＳＳ測量機を使用した場合の計算

(１)座標系の変換

２）地心直交座標系から緯度、経度及び高さへの変換

１）緯度、経度及び高さから地心直交座標系への変換



新 旧

３）�点検計算の許容範囲に使用する閉合差、較差及び環閉合差𝛥𝑋,𝛥𝑌,𝛥𝑍から𝛥𝑁,

𝛥𝐸,𝛥𝑈への変換計算

①既知点間の閉合差

②重複辺の較差

③基線ベクトルの環閉合差



新 旧

(２)偏心補正計算(２)偏心補正計算



新 旧



新 旧



新 旧

(３)三次元網平均(３)三次元網平均

（削る）



新 旧



新 旧

３）観測の重み



新 旧



新 旧

(４)分散・共分散行列及び相関行列(４)平均計算後の観測値の単位重量当たりの標準偏差

(５)未知点座標の平均値の標準偏差

１）地心直交座標

２）測地座標



新 旧

(５)ジオイド高算出のための補間計算

14．経緯度計算

座標を換算して緯度、経度及び子午線収差角を求める。

(６)ジオイド高算出のための補間計算

13．座標を変換して経緯度、子午線収差角及び縮尺係数を求める計算

(１)緯度�φ�及び経度�𝜆



新 旧

(２)子午線収差角�γ�及び縮尺係数�𝑚



新 旧



新 旧

15．経緯度を換算して座標及び子午線収差角を求める計算14．経緯度を変換して座標、子午線収差角及び縮尺係数を求める計算

(１)X座標及びY座標

(２)子午線収差角�γ�及び縮尺係数�𝑚



新 旧

16．ヘルマート変換

17．その他

　本計算式のほか、これと同精度又はこれを上回る精度を有することが確認できる場合に

は、当該計算式を使用することができる。

15．ヘルマート変換

16．その他

　本計算式のほか、これと同精度又はこれを上回る精度を有することが確認できる場合に

は、当該計算式を使用することができる。


